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　各地区での防犯活動が実を結び、平成19年の市内におけ
る刑法犯の発生件数は、過去10年で最も少なくなりました。 

勝山市の取り組み 
　勝山市では、平成14年度に制定した「勝山市安全で
安心なまちづくり推進条例」のもと、市民が安全で安
心して暮らせる、犯罪のない明るいまちづくりを推進
するためにさまざまな事業に取り組んでいます。 
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（単位：件） 

勝山市 

○防犯に関する啓発活動 
○各地区における防犯パトロールの実施 
○各地区防犯灯設置補助金の交付 
○子供の安全対策（安全マップ作成、子ども見守り隊活動、 
　　　　　　　　　子ども110番の家など） 
○防災対策 

総務課（188‐1116） 
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歳
以
上
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か
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度
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療
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療
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７５
歳
（
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
か
た
は
６５
歳
）
以
上
の
か
た
の
、
平
成
２０
年
度
の
長
寿

医
療
保
険
料
に
つ
い
て
、
7
月
中
旬
に
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
し
た

が
、
政
府
決
定
（
平
成
２０
年
6
月
１２
日
）
に
基
づ
く
制
度
の
見
直
し
に
よ
り
、
保
険
料
の

軽
減
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。 

　
た
だ
し
、
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
し
た
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
は
、
見
直
し
が
決

定
さ
れ
る
前
で
し
た
の
で
、
減
額
を
す
る
前
の
金
額
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

　
そ
こ
で
、
保
険
料
の
軽
減
に
該
当
す
る
か
た
に
は
、
8
月
中
旬
に
減
額
後
の
保
険
料
を

改
め
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
本
年
度
の
保
険
料
の
金
額
、
ま
た
納
め
方
に
つ
い
て
は
、
そ

の
お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
保
険
料
の
軽
減
に
該
当
す
る
か
た
の
み
送
付
し
ま
す
）。 

　
お
知
ら
せ
が
あ
る
ま
で
は
、
納
期
ど
お
り
保
険
料
を
お
納
め
く
だ
さ
い
。 

　
保
険
料
の
軽
減
に
該
当
さ
れ
る
か
ど
う
か

は
、
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
し
た
「
保
険
料

額
決
定
通
知
書
」
の
（
保
険
料
算
定
の
基
礎
）

欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

政府決定（平成20年6月12日）に基づき 
保険料の軽減が拡大されます 

平成20年度の均等割額が 
　　7割軽減されている世帯のかた 

※加入の時期により６,３００円以下となる場合があります 

均等割額が13,110円から 
6,300円になります 

1

「賦課のもととなる所得金額」が 
　　　　　　　58万円以下のかた 

所得割額を 
一律5割軽減します 

（例：年金収入のみのかたで年額211万円以下のかた） 

2

①賦課のもととなる所得金額　　　　　　　円 
②所得割率　　　　　　　　　　　　　　　％ 
③所得割額　①×②　　　　　　　　　　　円 
④均等割額　　　　　　　　　　　　　　　円 
⑤算出額　　③＋④　　　　　　　　　　　円 
⑥限度超過額　　　　　　　　　　　　　　円 
⑦均等割軽減額　　　　　　　　　　　　　円 
⑧年保険料額（⑤－⑥－⑦）　　　　　　　円 

※普通徴収（納付書や口座振替で収めるかた）の 
　様式は別になりますが、同じく【保険料算定の 
　基礎】欄をご覧ください。 

【保険料算定の基礎】 

【①賦課のもととなる所得金額】欄が、 

　　58万円以下のかたは、 
　　② の対象となります。 

【⑦均等割軽減額】欄が、 

　　30,590円のかたは、 
　　① の対象となります。 

年
金
天
引
き
を
中
止
し
た
い
か
た
は
 

社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い
る
 

ご
家
族
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
か
た
は
 

　
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
か
た
は
、

市
民
課
の
窓
口
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、

保
険
料
を
口
座
振
替
に
て
納
め
る
こ
と
が
可

能
と
な
り
ま
す
。 

①
国
民
健
康
保
険
税
を
確
実
に
納
付
し
て
い

た
か
た
（
世
帯
主
で
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
か
た
） 

　
↓
本
人
の
預
金
口
座
か
ら
振
替
で
き
ま
す 

②
年
金
収
入
が
1
8
0
万
円
未
満
の
か
た 

　
↓
世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
の
預
金
口
座
か

ら
振
替
で
き
ま
す 

申
出
時
に
必
要
な
も
の
▼
通
帳
、
印
鑑 

    

　
軽
減
措
置
が
あ
る
た
め
、
平
成
２０
年
度
の

保
険
料
は
、
2
1
0
0
円
に
な
り
ま
す
。 

　
し
か
し
、
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
し
た
「
保

険
料
額
決
定
通
知
書
」
の
保
険
料
額
が
2
1
 

0
0
円
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
、

市
民
課
の
窓
口
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
（
す

で
に
保
険
料
額
が
2
1
0
0
円
の
か
た
は
申

し
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）。 

申
出
時
に
必
要
な
も
の
▼
被
扶
養
者
で
あ
っ

た
際
の
加
入
保
険
者
の
名
称
お
よ
び
連
絡

先
（
保
険
証
の
写
し
）、
印
鑑 

※
国
民
健
康
保
険
ま
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国
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康
保
険
組
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い
た
か
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対
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な
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6
月
１４
日
、
震
度
6
強
を
計
測
し
た
岩

手
・
宮
城
内
陸
地
震
に
よ
り
、
多
大
な
被
害

が
発
生
し
ま
し
た
。

特
に
こ
の
地
震
は
、
大
規
模
地
震
発
生
確

率
が
「
ほ
ぼ
ゼ
ロ
」
と
さ
れ
て
い
た
地
域
で

の
地
震
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
突
発
的
な
災

害
の
怖
さ
を
感
じ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
災
害
時
に
お
い
て
は
、
要
援

護
者
を
支
援
す
る
体
制
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
の
要
援
護
者
登
録
説
明
会
を
、

市
内
全
地
区
を
対
象
と
し
て
6
月
7
日
の
堀

名
、
中
清
水
地
区
を
皮
切
り
に
7
月
末
ま
で

約
８０
地
区
で
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

す
で
に
登
録
票
の
提
出
を
し
て
い
た
だ
い

た
地
区
も
２７
地
区
あ
り
、
世
帯
数
の
約
３０
％

が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

全
国
で
は
、
窃
盗
や
強
盗
、
殺
人
な
ど
の

犯
罪
の
ニ
ュ
ー
ス
が
毎
日
の
よ
う
に
報
道
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
、
決

し
て
他
の
地
域
や
他
人
ご
と
な
ど
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
身
の
周
り
に
も
、
い
つ

起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

犯
罪
の
発
生
を
未
然
に
防
ぎ
、
安
全
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に

は
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
「
自
分
た
ち
の

地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
防
犯
意

識
と
そ
の
取
り
組
み
が
大
切
で
す
。

説
明
会
で
は
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
つ

い
て
、
そ
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
を
払

っ
て
ほ
し
い
。」
と
い
う
意
見
や
「
登
録
と

並
行
し
て
地
域
ご
と
に
自
主
防
災
組
織
の
体

制
づ
く
り
が
必
要
で
あ
り
、
組
織
の
立
ち
上

げ
時
に
対
し
、
備
品
な
ど
の
補
助
制
度
の
創

設
を
し
て
ほ
し
い
。」
と
の
要
望
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
。

今
後
、
各
地
区
で
の
説
明
会
で
出
さ
れ
た

意
見
を
集
約
し
て
、
登
録
制
度
の
円
滑
な
事

業
推
進
と
地
域
の
防
災
力
の
ア
ッ
プ
を
図
る

施
策
を
構
築
し
て
い
き
ま
す
。

【
今
後
の
予
定
】

〜
9
月
　
全
地
区
で
の
説
明
会
を
開
催

１０
月
　
全
市
対
象
説
明
会
の
開
催

（
説
明
会
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
か

た
の
た
め
）

１１
月
　
登
録
情
報
の
提
供
（
随
時
提
出
の

あ
っ
た
地
区
ご
と
に
）

〜
１２
月
　
登
録
票
の
提
出

6月28日に芳野区で行われた、災害時要
援護者登録説明会の様子。

6月29日に行われた、千代田・
中島区での災害時要援護者避難・誘
導訓練の様子。

関係団体の代表で構成する「勝山市安全安心推進会議」で
は、まちづくり推進に関するさまざまな意見交換が行われて
います。


